
証券コード 5971
2020年７月３日

株 主 各 位
石川県小松市工業団地一丁目57番地

代表取締役社長 山 口 真 輝

第61期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第61期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの
で、ご案内申しあげます。
　なお、当日のご出席に代えて、後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考
書類」をご検討いただき、お手数ながら同封の委任状用紙に議案に対する賛否を
ご表示、ご押印のうえご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 2020年７月21日（火曜日）午前10時
２．場 所 石川県小松市工業団地一丁目57番地

当社　本社２階　第１会議室
（末尾の会場ご案内略図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第61期（2019年５月１日から2020年４月30日まで）　　　

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件

２．第61期（2019年５月１日から2020年４月30日まで）　　　
計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役４名選任の件
第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

議案の概要は、後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する参
考書類」（29頁から31頁まで）に記載のとおりであります。

以　上

○　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状用紙を会場受付にご提出くださいますよ
うお願い申しあげます。

○　本招集ご通知において提供すべき書類のうち、「連結注記表」及び「個別注記表」に表
示 す べ き 事 項 に つ き ま し て は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト
（https://www.kyowakogyosyo.co.jp/）において、掲載しております。
　なお、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報告をそれぞれ作成するに際して監
査した連結計算書類及び計算書類には、本招集ご通知の提供書面に記載のものの他、この
「連結注記表」及び「個別注記表」として表示すべきものも含まれております。

○　事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正すべき事情が生じた場合は、インターネッ
ト上の当社ウェブサイト（https://www.kyowakogyosyo.co.jp/）において、修正後の事
項を掲載させていただきます。
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株主の皆様へ

第６１期定時株主総会における

新型コロナウイルス感染拡大防止への対応について

　新型コロナウイルス感染症対策の観点から、下記対応をとらせていただきます

ので、ご理解並びにご協力を賜りますようお願い申しあげます。

１．当社の対応について
・役員および運営に関わるスタッフは、当日の検温等を含めて体調を確認し

たうえで参加いたします。また必要に応じてマスクを着用させていただき

ます。

２．株主様へのお願い
・今回の株主総会におきましては、委任状提出による賛否のご表示をお願い

いたします。

・株主総会にご出席を検討されている株主様におかれましては、当日までの

健康状態にご留意いただき、ご無理のないようにお願い申しあげます。ま

た、基礎疾患のある方や体調のすぐれない方は、ご出席をお控えください。

３．ご来場いただく株主様へのお願い
・本株主総会会場において、感染予防のための措置をいくつか講ずる予定で

ございます。ご協力くださいますようお願いいたします。

・ご来場の株主様で、体調不良とお見受けした方には、スタッフよりお声か

けさせていただく場合がございます。

４．その他
・会場の座席は従来よりも間隔をあけた配置を予定しております。当日会場

にご来場の株主様におかれましては、十分なお席が確保できない可能性が

ございます。ご不便をおかけする場合、何卒ご容赦くださいますようお願

い申しあげます。

・例年実施しておりましたお土産の配布、株主懇談会については取り止めと

させていただきます。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

( 2019年５月１日から
2020年４月30日まで )

１．企業集団の現況
(1) 当事業年度の事業の状況
①　事業の経過及び成果
　当連結会計年度における我が国経済は、製造業を中心に弱さがみられる
ものの、雇用・所得環境の改善が続くなかで緩やかな回復基調で推移いた
しました。しかしながら、相次ぐ自然災害や消費税増税による消費の落ち
込みが景気の下振れリスクとして懸念されています。一方、世界経済にお
いては、米中通商問題の影響により依然として先行き不透明感が続くなか、
新型コロナウイルスの世界的な感染拡大が世界経済に大きな影響を与え、
経済の減速懸念が一層強まる状況となりました。
　建設機械業界におきましては、日本や北米での需要は堅調に推移いたし
ました。中国では、コロナウイルス感染拡大による影響や、国産メーカー
比率の上昇により需要は減少いたしました。アジア・オセアニアでは、
大市場であるインドネシアでの鉱山機械の需要が減少いたしました。また、
各国の一般建設機械の需要が低調に推移するなかで、コロナウイルス感染
拡大の影響を受けました。
　その結果、当連結会計年度の売上高は81億９百万円（前期比21.2％減、
21億80百万円減）、営業利益４億９百万円（前期比65.2％減、７億67百万
円減）、経常利益５億38百万円（前期比57.8％減、７億35百万円減）、親
会社株主に帰属する当期純利益４億７百万円（前期比57.3％減、５億45百
万円減）となりました。
　主要な事業部門別の概況は以下のとおりであります。なお、当社グルー
プは単一セグメントであるため、セグメントごとに記載しておらず、事業
部門別に区分して記載しております。
「建設機械部門」
　建設機械部門の売上高は、73億65百万円（前期比21.4％減、20億９百万
円減）となりました。
　「自動車関連部門」
　自動車関連部門の売上高は、４億25百万円（前期比15.0％減、75百万円
減）となりました。
「産業機械部門」
　産業機械部門の売上高は、１億２百万円（前期比14.5％減、17百万円減）
となりました。
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　事業部門別の売上高については、以下のとおりであります。

事業部門
第　60　期

（2019年４月期）
第　61　期

（2020年４月期）

売 上 金 額 構 成 比 売 上 金 額 構 成 比

建 設 機 械 9,375,180千円 91.1% 7,365,970千円 90.8%

自 動 車 関 連 500,537 4.9 425,416 5.2

産 業 機 械 120,068 1.2 102,712 1.3

そ の 他 294,930 2.8 215,868 2.7

合 計 10,290,717 100.0 8,109,968 100.0

②　設備投資の状況
　当連結会計年度は、ポリ容器収納用自動倉庫、ギヤ生産設備他に５億26
百万円の設備投資を実施いたしました。

③　資金調達の状況
　当連結会計年度の設備投資に関する所要資金は、自己資金及び金融機関
からの借入金で充当いたしました。

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

区　分
第 58 期

(2017年４月期)
第 59 期

(2018年４月期)
第 60 期

(2019年４月期)

第 61 期
(当連結会計年度)
(2020年４月期)

売 上 高 (千円) 7,357,694 9,573,293 10,290,717 8,109,968

経 常 利 益 (千円) 715,936 1,151,276 1,274,089 538,252

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

(千円) 539,565 938,682 953,282 407,454

１株当たり当期純利益 （円） 79.45 691.28 702.10 300.09

総 資 産 (千円) 11,634,913 13,255,958 13,483,573 13,163,195

純 資 産
(自己資本比率)

(千円)
9,735,221
(83.7％)

10,812,761
(81.6％)

11,372,776
(84.3％)

11,394,699
(86.6％)

１株当たり純資産 （円） 1,433.82 7,963.55 8,376.29 8,392.44

（注1）１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数
により、１株当たり純資産は、自己株式を控除した期末発行済株式総数
により算出しております。

（注2）当社は、2017年11月１日付で株式５株につき１株の割合をもって株式併
合を行っておりますが、第59期の期首に当該株式併合が行われたものと
仮定して１株当たり当期純利益を算定しております。

（注3）「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号
2018年２月16日）等を第60期の期首から適用しており、第59期の総資産
の金額については、当該会計基準を遡って適用した後の金額となってお
ります。
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(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 出資比率 主 な 事 業 内 容

共和機械（山東）
有限公司

千米ドル
16,500

100％
建設機械用ボルト、産
業用ボルト及び関連部
品の製造、販売

③　その他の重要な企業結合の状況

　当社は、株式会社ネツレン小松の議決権を17.5％所有しており、株式会

社ネツレン小松は当社の持分法適用の関連会社であります。

(4) 対処すべき課題

　新型コロナウイルス感染拡大が世界各地で続き、国内外経済に大きく影響

を及ぼしております。このような経済環境において当社は、昨年に引き続き、

受注から出荷までの自動化・省人化を進めサービス向上と業務の効率化を図

るとともに、強みである品質、多品種小ロット対応に磨きを加え、コストダ

ウンによる価格競争力を高めてまいります。また、固定費削減により、低成

長下においても安定した収益を確保できる企業体質の構築に努めてまいりま

す。

　今後も大型の熱間・冷間鍛造の設備と技術を活かし、難加工に対処し営業

活動を強力に展開して、建設機械向けや自動車・建設部品の分野で新規需要

開拓を進めて売上拡大に努めてまいります。また、生産性の向上、新製品開

発と高技術力の蓄積、人的資源の教育強化を図り、技術の優位性と収益性に

よる「事業の選択と集中」を推進し、経営資源を有効活用して競争力の基盤

強化を図ってまいります。

　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援ご鞭撻を賜りますよ

うお願い申しあげます。

(5) 主要な事業内容（2020年４月30日現在）

　当社グループは、ボルトの専門メーカーとして、六角ボルト、六角穴付ボ

ルト、特殊ボルト等の製造及び販売を行っております。
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(6) 主要な営業所及び工場（2020年４月30日現在）

　①　当社の主要な営業所及び工場

名 称 所 在 地

本 社 及 び 工 場 石川県小松市工業団地一丁目57番地

　②　子会社

名 称 所 在 地

共和機械（山東）有限公司 中 国 山 東 省 済 寧 市
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(7) 使用人の状況（2020年４月30日現在）

　①　企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

307（16）名 3名増（2名減）

（注）使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均

人員を外数で記載しております。

　②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

273（16）名 3名増（2名減） 38.3歳 14.5年

（注）使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均

人員を外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（2020年４月30日現在）

借　　　入　　　先 借　　　入　　　額

株 式 会 社 北 國 銀 行 220,800千円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 135,200

三井住友信託銀行株式会社 72,000

(9) 剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社では、株主の皆様に対する利益の還元を経営上重要な施策の１つと位置

付けております。

　当社は、将来における安定的な企業成長と経営環境の変化に対応するために

必要な内部留保資金を確保しつつ、株主の皆様への利益還元を安定的かつ継続

的に行っていくことを基本方針としております。

(10) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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２．株式の状況（2020年４月30日現在）

(1) 発行可能株式総数 5,000,000株

(2) 発行済株式の総数 1,360,000株

(3) 株主数 430名

(4) 大株主（上位10名）

株　　　　主　　　　名 持　株　数 持　株　比　率

有 限 会 社 ワ イ ・ エ ム ・ ジ ィ 453千株 33.4%

共 和 工 業 所 取 引 先 持 株 会 108 8.0

名古屋中小企業投資育成株式会社 104 7.7

共 和 工 業 所 社 員 持 株 会 73 5.4

光 通 信 株 式 会 社 52 3.9

ステート　ストリート　バンク　アンド
トラスト　カンパニー　５０５２２４

50 3.7

株 式 会 社 北 國 銀 行 46 3.4

ビービーエイチ　フォー　フィデリティ
ロ ー 　 プ ラ イ ス ド 　 ス ト ッ ク
フ ァ ン ド
（ プ リ ン シ パ ル 　 オ ー ル
セクター　サブポートフォリオ）

42 3.1

カ ネ マ ツ 鋼 材 株 式 会 社 15 1.1

インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社 15 1.1

（注）　持株比率は自己株式（2,267株）を控除して計算しております。
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３．会社役員の状況

(1) 取締役及び監査役の状況（2020年４月30日現在）

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

取 締 役 会 長 山　口　　　徹

共和機械（山東）有限公司董事長
有限会社ワイ・エム・ジィ取締役
株式会社ネツレン小松代表取締役
小松ウオール工業株式会社取締役

代 表 取 締 役 社 長 山　口　真　輝
共 和 機 械（山 東）有 限 公 司 副 董 事 長
有限会社ワイ・エム・ジィ取締役

取 締 役 佐々木　　　忠
生 産 管 理 部 生 産 部 管 掌
共和機械（山東）有限公司董事

取 締 役 山 岸 一 英 技 術 部 長

取 締 役 北 嶋 豊 昭 品 質 保 証 部 長

常 勤 監 査 役 小 泉 茂 男 共和機械（山東）有限公司監事

監 査 役 小　栗　　　厳
有限会社小栗経営会計事務所代表取締役
株式会社ネツレン小松監査役

監 査 役 板 尾 昌 之
株式会社板尾鉄工所代表取締役社長
株式会社ネツレン小松取締役

（注）１．監査役小栗　厳及び板尾昌之の両氏は、社外監査役であります。なお、

当社は、監査役小栗　厳及び板尾昌之の両氏を東京証券取引所の定め

に基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

２．常勤監査役小泉茂男及び監査役小栗　厳の両氏は、以下のとおり、財

務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

・常勤監査役小泉茂男氏は、長年にわたる銀行及びリース会社での豊富

な経験と幅広い見識を有しております。

・監査役小栗　厳氏は、税理士の資格を有しております。
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(2) 取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役 ５名 77,577千円

監 査 役
（う ち 社 外 監 査 役）

３名
（２名）

7,796千円
（1,452千円）

合 計 ８名 85,373千円

　　　１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれて

おりません。

２．取締役の報酬限度額は、2018年７月26日開催の第59期定時株主総会に

おいて年間250,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と

決議いただいております。

３．監査役の報酬限度額は、1997年７月30日開催の第38期定時株主総会に

おいて年間25,000千円以内と決議いただいております。

(3) 社外役員に関する事項

①　社外取締役を置くことが相当でない理由

　当社の主な事業は建設機械用部品製造であり、高度な専門的知識や長年

の経験が必要と考えております。よって、当社の事業に精通した社内出身

の取締役が迅速な経営判断及び経営の効率化を進めることで、企業価値の

向上を図っております。

　改正会社法により監査等委員会設置会社が新設されましたが、監査等委

員会による監査が当社の実情に照らして有効に機能するかどうかは、現在

も検討中であります。

　このような状況のもと、適任者でない方を形式的に社外取締役として選

任した場合、機動的かつ柔軟な経営判断を阻害されるおそれがあるため、

監査等委員会設置会社への移行の是非の検討と併せて、社外取締役の人選

を進めていく方針であります。
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②　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係並び

に当事業年度における主な活動状況等

・社外監査役　小栗　厳氏

　同氏は、有限会社小栗経営会計事務所の代表取締役であります。当社

は、同事務所に税務顧問を依頼しております。

　また同氏は、株式会社ネツレン小松の監査役であり同社は当社の持分

法適用関連会社であります。なお、当社と同社の間に重要な取引はあり

ません。

　当事業年度における主な活動状況としましては、当事業年度に開催し

た取締役会17回中16回に出席し、また監査役会７回中６回に出席し、適

宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。

・社外監査役　板尾　昌之氏

　同氏は、株式会社板尾鉄工所の代表取締役社長であります。当社と同

社は販売取引関係があります。

　また同氏は、株式会社ネツレン小松の取締役であり同社は当社の持分

法適用関連会社であります。なお、当社と同社の間に重要な取引はあり

ません。

　当事業年度における主な活動状況としましては、当事業年度に開催し

た取締役会17回中17回に出席し、また監査役会７回中７回に出席し、適

宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。

(4) 責任限定契約の内容の概要

　該当事項はありません。
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４．会計監査人の状況

(1) 名称　　　　　　　　　　有限責任監査法人トーマツ

(2) 報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 20,760千円

当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他

の財産上の利益の合計額
23,150千円

（注）1.　当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の監査と金融商品取引法

上の監査に対する報酬等の額を明確に区別していないため、当事業年度に係る会計

監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　なお、当社の子会社である共和機械（山東）有限公司は、当社の会計監査人以外

の監査法人の監査を受けております。

2.　監査役会は、会計監査人からの説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査日

数や人員配置などの内容、前事業年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査

の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、会計監

査人の報酬等の額について同意いたしました。

(3) 非監査業務の内容

　当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業

務（非監査業務）である「収益認識に関する会計基準」の適用による会社方

針の検討に関する助言・指導等を委託し、その対価を支払っております。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ

ると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に

関する議案の内容を決定いたします。

　また、会計監査人が会社法第３４０条第１項各号に定める項目に該当する

と認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を

解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後 初に招

集される株主総会におきまして会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告

いたします。

(5) 責任限定契約の内容の概要

　該当事項はありません。
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５．業務の適正を確保するための体制
　当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するた
めの体制

(1) 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

　当社は、社是（誠意と熱意と創意と奉仕による共存共栄）並びに経営の基本
方針に則った「各種管理規程」を制定し、代表取締役社長がその精神を全使用
人に継続的に伝達するため、毎月第１営業日に全使用人を集め、社長朝礼を行
い、法令遵守と社会倫理の遵守を企業活動の原点として徹底する。また、経営
企画室が中心となって、各部門の業務の進捗状況、懸案事項等の情報共有化と
相互チェックに社長以下取締役、監査役、各部門の責任者で構成する部門診断
を月1回開催する。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理は、「文書管理規程」に定
め、これに従い当該情報を文書又は電磁的媒体に記録し、「文書管理規程」に
基づき整理・保存する。監査役は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び
管理について、関連諸規程に準拠して実施されているかについて監査する。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　「経理規程」「与信限度管理規程」「安全衛生管理規程」等の管理規程によ
り、リスク管理体制を整備している。今後も監査役はリスク管理状況を監査
し、その結果を取締役会に報告する。取締役会は定期的にリスク管理体制を見
直し、問題点の把握に努める。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　経営企画室は、中期経営計画及び年次経営計画に基づいた各部門の目標に対
し、職務執行が効率的に行われるよう監督する。各部門担当取締役は、経営計
画に基づいた各部門が実施すべき具体的な施策及び効率的な業務遂行体制を
決定する。取締役会において定期的に報告させ、施策及び効率的な業務遂行体
制を阻害する要因の分析とその改善を図っていく。

(5) 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するた

めの体制

①子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

　当社は「子会社管理規程」に基づき、子会社の取締役等の職務の執行状況
及び報告事項についての関係書類を子会社より提出を求め、月１回開催する
取締役会にて報告する。
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②子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・リスクマネジメント責任者を設置し、子会社においてリスクが顕在化した
場合には当社管理部と連携して対策にあたる。

・内部監査計画書に基づく全社的な内部統制項目を、監査役が毎年子会社を
訪問し、リスク管理体制等についての問題点の把握に努める。

③子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため

の体制

　子会社は独自に中期経営計画書を作成し、経営の自主性及び独立性を尊重
して運営にあたる。執行状況は毎月当社に報告する。問題点があれば、当社
は取締役会にてその要因の分析とその改善を図る。

④子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するこ

とを確保するための体制

・当社の社是及び経営の基本方針に基づき、子会社にも社会的な要請に応え
る適法かつ公正な事業活動に努める体制を構築させる。

・監査役が内部統制システムの構築・運用状況を含め、職務執行を監査する
体制を構築する。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当

該使用人に関する事項

　監査役が必要とした場合は、監査役の職務を補助すべき使用人を置く。

(7) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

　取締役からの独立性を確保するため、監査役会の同意を得て、当該使用人の
任命・異動等を行う。

(8) 監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事

項

　監査役の職務を補助すべき使用人に関し、監査役の指揮命令に従う旨を当社
役員及び使用人に周知徹底する。

(9) 監査役への報告に関する体制

①当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制

・取締役は、その執行状況について、取締役会等の重要会議を通じて監査役に
定期的に報告を行うほか、必要の都度、遅滞なく報告する。

・また、取締役及び使用人は毎月行われる部門診断において、その職務の執行
状況について報告する。
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②子会社の取締役・監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が

当社の監査役に報告するための体制

・子会社の役員及び使用人は、当社監査役から業務執行に関する事項について
報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。

・子会社の役員及び使用人は、法令等の違反により著しい損害を及ぼす事実を
発見したら、当社の経営企画室へ報告する。

・経営企画室は、定期的に当社監査役に対して、子会社におけるコンプライア
ンス、リスク管理等の現状を報告する。

・経営企画室は、子会社の内部通報の状況について、通報者の匿名性を重視し
取締役及び監査役に対して報告する。

(10) 監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを

受けないことを確保するための体制

　当社は、監査役への報告を行った役員及び使用人に対して、当該報告をし
たことを理由に不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を全役員及び使用
人に徹底する。

(11) 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関す

る事項

　監査役が職務の執行についての費用の前払い等の請求があった場合は、審
議の上、職務上必要で無いことを証明した場合を除き、当該費用又は債務は
支払する。

(12) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査役は重要な意思決定について、業務の執行状況を把握するため、取締
役会及び重要な会議に出席するとともに、稟議書並びに各部門の業務報告書
類の回付を受け、必要に応じてヒアリングを行う。また、取締役の業務執行
について独立した立場から適法性の監査を実施する。なお、監査役は、会計
監査人と適宜情報交換を行う。

６．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当事業年度におきまして、前記「業務の適正を確保するための体制」に則っ
た運用を実施しており、その主な取り組みは以下のとおりです。

(1)コンプライアンス体制について

①　当社は、社是（誠意と熱意と創意と奉仕による共存共栄）を制定してお

ります。その精神を全使用人に伝達するため、毎月第1営業日に社長朝礼

を開催しております。
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②　毎月、各部門の業務の進捗状況、懸案事項、法令遵守状況等を共有し、

その内容をチェックするため、社長以下取締役、監査役、各部門の責任者

で構成する部門診断を開催しております。

③　取締役会関連文書等は、各種社内規程に基づき保存年限、保存場所を定

めており、監査役は実施状況を監査計画書に基づき監査しております。

(2)リスク管理体制について

①　毎月開催される各部の部門診断において、現存するリスクを把握し、管

理体制の強化を図り、重要なリスクについては、経営企画会議、取締役会

にて協議しております。

②　子会社に対しては、年2回（3月、9月）常勤監査役又は内部監査委員会

の委員が子会社に訪問又は書面により、全社的内部統制項目の徹底状況を

把握し、改善指導をしております。

(3)財務報告の体制について

①　会計監査人が会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を実施して

おります。会計監査人とは、定期的に意見交換、情報共有を行っている

他、必要に応じて内部監査結果等を共有しております。

②　会社情報の適時開示については、適切な会計処理の実施及び連結計算書

類の作成により、迅速に行っております。

(4)監査役の監査の実効性を確保する体制について

①　監査役は、重要な意思決定について、業務の執行状況を把握するため、

取締役会、経営企画会議等の重要な会議に出席し、稟議書並びに各部門の

業務報告書等の回付を受け、必要に応じてヒアリングしております。

②　監査役は、取締役の業務執行について独立した立場から適法性の監査を

実施し、会計監査人と適宜情報交換しております。

７．会社の支配に関する基本方針
　当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する
基本方針については特に定めておりません。
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連 結 貸 借 対 照 表

（2020年４月30日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資　産　の　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

電 子 記 録 債 権

有 価 証 券

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

8,972,117

4,239,280

1,520,785

477,401

1,976,493

420,977

143,228

122,566

71,383

4,191,078

2,548,108

975,091

1,034,679

501,796

6,741

29,800

17,004

1,625,964

1,168,808

237,502

98,720

35,159

85,773

（負　債　の　部）

流 動 負 債 1,087,283

買 掛 金 385,960

1年内返済予定の長期借入金 236,000

未 払 金 265,285

賞 与 引 当 金 163,850

そ の 他 36,187

固 定 負 債 681,212

長 期 借 入 金 192,000

役員退職慰労引当金 255,020

退職給付に係る負債 221,261

そ の 他 12,930

負 債 合 計 1,768,495

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 10,637,755

資 本 金 592,000

資 本 剰 余 金 464,241

利 益 剰 余 金 9,590,800

自 己 株 式 △9,286

その他の包括利益累計額 756,944

その他有価証券評価差額金 334,890

為替換算調整勘定 422,053

純 資 産 合 計 11,394,699

資 産 合 計 13,163,195 負 債 ・ 純 資 産 合 計 13,163,195
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連 結 損 益 計 算 書

( 2019年５月１日から
2020年４月30日まで )

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 8,109,968

売 上 原 価 6,548,343

売 上 総 利 益 1,561,624

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,151,916

営 業 利 益 409,707

営 業 外 収 益

受 取 利 息 13,316

受 取 配 当 金 49,221

保 険 解 約 返 戻 金 50,370

固 定 資 産 売 却 益 23,792

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 11,074

そ の 他 41,696 189,472

営 業 外 費 用

支 払 利 息 1,330

為 替 差 損 9,278

投 資 有 価 証 券 評 価 損 50,318 60,927

経 常 利 益 538,252

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 538,252

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 128,203

法 人 税 等 調 整 額 2,593 130,797

当 期 純 利 益 407,454

親会社株主に帰属する当期純利益 407,454
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連結株主資本等変動計算書

( 2019年５月１日から
2020年４月30日まで )

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

2 0 1 9 年 ５ 月 １ 日 残 高 592,000 464,241 9,291,964 △9,286 10,338,919

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △108,618 △108,618

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

407,454 407,454

自 己 株 式 の 取 得 －

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

－

連結会計年度中の変動額合計 － － 298,836 － 298,836

2 0 2 0 年 ４ 月 3 0 日 残 高 592,000 464,241 9,590,800 △9,286 10,637,755

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純資産合計その他有価証
券評価差額金

為替換算
調整勘定

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

2 0 1 9 年 ５ 月 １ 日 残 高 554,656 479,200 1,033,857 11,372,776

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △108,618

親会社株主に帰属する当
期 純 利 益

407,454

自 己 株 式 の 取 得 －

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

△219,766 △57,146 △276,913 △276,913

連結会計年度中の変動額合計 △219,766 △57,146 △276,913 21,923

2 0 2 0 年 ４ 月 3 0 日 残 高 334,890 422,053 756,944 11,394,699
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貸　借　対　照　表
（2020年４月30日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資　産　の　部） （負　債　の　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

有 価 証 券

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

電 話 加 入 権

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

関 係 会 社 出 資 金

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

8,206,854

3,907,579

276,101

477,401

1,150,453

1,899,943

217,686

127,206

79,867

70,613

4,350,963

2,537,985

924,912

50,178

1,018,655

14,048

26,204

501,796

2,189

17,004

16,738

266

1,795,972

1,168,808

7,000

13,470

416,646

98,720

19,023

72,303

流 動 負 債 1,064,796

買 掛 金 354,247

１年内返済予定の長期借入金 236,000

未 払 金 279,023

賞 与 引 当 金 163,850

そ の 他 31,676

固 定 負 債 681,212

長 期 借 入 金 192,000

退 職 給 付 引 当 金 221,261

役員退職慰労引当金 255,020

そ の 他 12,930

負 債 合 計 1,746,009

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 10,476,918

資 本 金 592,000

資 本 剰 余 金 464,241

資 本 準 備 金 464,241

利 益 剰 余 金 9,429,963

利 益 準 備 金 148,000

そ の 他 利 益 剰 余 金 9,281,963

特 別 償 却 準 備 金 1,879

別 途 積 立 金 8,500,000

繰 越 利 益 剰 余 金 780,083

自 己 株 式 △9,286

評価・換算差額等 334,890

その他有価証券評価差額金 334,890

純 資 産 合 計 10,811,808

資 産 合 計 12,557,817 負 債 ・ 純 資 産 合 計 12,557,817
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損　益　計　算　書

( 2019年５月１日から
2020年４月30日まで )

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 7,805,146

売 上 原 価 6,388,957

売 上 総 利 益 1,416,188

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,059,070

営 業 利 益 357,117

営 業 外 収 益

受 取 利 息 817

受 取 配 当 金 57,933

保 険 解 約 返 戻 金 50,370

固 定 資 産 売 却 益 23,792

そ の 他 47,271 180,185

営 業 外 費 用

支 払 利 息 1,330

投 資 有 価 証 券 評 価 損 50,318 51,649

経 常 利 益 485,654

税 引 前 当 期 純 利 益 485,654

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 128,203

法 人 税 等 調 整 額 9,690 137,894

当 期 純 利 益 347,759
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株主資本等変動計算書

( 2019年５月１日から
2020年４月30日まで )

（単位：千円）

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計資 本

準 備 金
利 益
準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金 利 益
剰 余 金
合 計

特別償却
準 備 金

別 途
積 立 金

繰 越 利 益
剰 余 金

2019年５月１日残高 592,000 464,241 148,000 3,758 7,800,000 1,239,063 9,190,821 △9,286 10,237,776

事業年度中の変動額

特別償却準備金
の 取 崩 し

△1,879 1,879 － －

別途積立金の
積 立 て

700,000 △700,000 － －

剰余金の配当 △108,618 △108,618 △108,618

当 期 純 利 益 347,759 347,759 347,759

自己株式の取得 －

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 － － － △1,879 700,000 △458,979 239,141 － 239,141

2 0 2 0年４月3 0日残高 592,000 464,241 148,000 1,879 8,500,000 780,083 9,429,963 △9,286 10,476,918

評価・換算差額等

純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

2019年５月１日残高 554,656 10,792,433

事業年度中の変動額

特別償却準備金
の 取 崩 し

－

別途積立金の
積 立 て

－

剰余金の配当 △108,618

当 期 純 利 益 347,759

自己株式の取得 －

株主資本以外の
項目の事業年度
中の変動額（純
額）

△219,766 △219,766

事業年度中の変動額合計 △219,766 19,374

2020年４月30日残高 334,890 10,811,808
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2020年６月17日

株式会社共和工業所
取締役会　御　中

有限責任監査法人トーマツ　北陸事務所
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 加 藤 博 久 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 髙 村 藤 貴 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社共和工業所
の2019年5月1日から2020年4月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すな
わち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連
結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社共和工業所及び連結子会社
からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、
全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計
算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我
が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに
は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連
結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における
取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計
算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ
て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心
を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、
重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手
続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する
ためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に
応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に
よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性
を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であ
るかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要
な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項
が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明する
ことが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した
監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する
注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算
書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財
務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計
算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人
は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施
時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要
な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国におけ
る職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与
えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセ
ーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2020年６月17日

株式会社共和工業所
取締役会　御　中

有限責任監査法人トーマツ　北陸事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 加 藤 博 久 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 髙 村 藤 貴 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社共和工
業所2019年5月1日から2020年4月30日までの第61期事業年度の計算書類、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並び
にその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書
類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、
不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算
書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般
に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における
取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書
類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な
保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与える
と合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ
て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心
を保持して以下を実施する。
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・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、
重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手
続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた
めのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応
じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討
する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に
よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性
を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切である
かどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な
疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら
れるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切
でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存
続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注
記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施
時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要
な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国におけ
る職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与
えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセ
ーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、2019年5月1日から2020年4月30日までの第61期事業年度の取

締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議

の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1)　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の

実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人

からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め

ました。

(2)　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方

針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査委員会その他の使用人等と

意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、

以下の方法で監査を実施しました。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその

職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要

な決裁書類等を閲覧し、本社及び事業所において業務及び財産の状況

を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役等と

意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告

を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適

合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から

成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法

施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締

役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制

システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状

況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表

明いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい

るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状

況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計

監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体

制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質

管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備して

いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
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　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細

書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別

注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結

損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い

たしました。

２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違

反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び

取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。

2020年６月19日

株式会社共和工業所　監査役会

常勤監査役 小 泉 茂 男 ㊞
社外監査役 小 栗 　 厳 ㊞
社外監査役 板 尾 昌 之 ㊞

以　上
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議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

１．議決権の代理行使の勧誘者 株 式 会 社 共 和 工 業 所
代表取締役社長 山口真輝

２．議案及び参考事項
第１号議案　剰余金処分の件

　第61期の剰余金処分につきましては、安定的かつ継続的な配当を実施して

いくことを基本方針としておりますので、以下のとおりといたしたいと存じ

ます。

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

　金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　普通株式１株につき金80円といたしたいと存じます。

　なお、この場合の配当総額は、108,618,640円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

　2020年７月22日といたしたいと存じます。
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第２号議案　取締役４名選任の件

　取締役５名全員が本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、経営機構改革を実施し、取締役会において戦略的かつ機動的

に意思決定が行えるよう１名減員し、取締役４名の選任をお願いするもので

あります。

　取締役の候補者は次のとおりであります。

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当
社の株式数

やま

山
ぐち

口
 

　
とおる

徹

(1945年２月５日生)

1971年７月　当社入社

1979年７月　当社取締役生産部次長

1982年10月　当社常務取締役

1985年７月　当社代表取締役副社長

1986年７月　当社代表取締役社長

2014年５月　当社代表取締役会長

2016年７月　当社取締役会長（現任）

［重要な兼職の状況］

　共和機械（山東）有限公司董事長

　有限会社ワイ・エム・ジィ取締役

　株式会社ネツレン小松代表取締役

105株

やま

山
ぐち

口
まさ

真
き

輝

(1977年９月29日生)

2003年３月　当社入社

2010年５月　当社経営企画室長

2010年７月　当社取締役経営企画室長

2012年７月　当社専務取締役経営企画室長

2014年５月　当社代表取締役社長（現任）

［重要な兼職の状況］

　共和機械（山東）有限公司副董事長

　有限会社ワイ・エム・ジィ取締役

8,148株

やま

山
ぎし

岸
かず

一
ひで

英

(1958年５月５日生)

1981年４月　当社入社

2013年５月　当社技術部長

2014年７月　当社取締役技術部長（現任）

1,700株

ひがし

東
かわ

川
やす

保
のり

則

(1963年４月25日生)

1991年４月　当社入社

2020年７月　当社管理部長（現任）
1,986株

（注）1.各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2.「社外取締役を置くことが相当でない理由」につきましては、本招集ご通知10頁の事業

報告「３．会社役員の状況　(3)社外役員に関する事項」の①に記載しております。
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第３号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

　本総会終結の時をもって取締役を退任されます佐々木忠氏と北嶋豊昭氏に

対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の

範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。

　なお、具体的な金額、贈呈の時期及び方法等につきましては取締役会の決

議にご一任願いたいと存じます。

　退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏 名 略 歴

佐 々 木 　 　 忠 2004年７月　当社取締役（現在に至る）

北 嶋 　 豊 昭 2014年７月　当社取締役（現在に至る）

以　上
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株主総会会場ご案内略図

●会場　石川県小松市工業団地一丁目57番地

当社　本社２階　第１会議室

電話　0761（21）0531

●交通　○小松空港　徒歩約22分　　タクシー約５分

○ＪＲ北陸本線小松駅下車　タクシー約15分

地図


